
肝 が ん・ 重 度 肝 硬 変 の 方

医療費の助成対象かも し れま せん

1 月あ たり  最 大 4 7 , 6 0 0 円 の医 療 費 の助 成 が 受けら れま す！

が原因の「 肝がん」や「 重度肝硬変」

の治療を 受けている

過去2 年間（ 2 4ヶ 月）で 、1 月あ

たり の医療費※の窓口負担が

入院又は通院し て いる 医療機関が、指定医

療機関に指定さ れて いな い場合は、都道府

県に相談し てく ださ い。

※対象と なる疾患による治療目的の医療費に限ります。

※1 肝がん 、重度肝硬変の入院治療、肝がん の通院治療

（ 分子標的薬を 用いた化学療法、肝動注化学療法、粒子

線治療）が対象と なります。

※2 助成を 受けるためには、参加者証の交付後、１ 月の対象

と なる疾患による治療目的の医療費が高額療養費の基

準額を超える必要があります。

指 定 医 療 機 関 に て「 臨 床 調 査

個 人 票 」 を 記 入 し て も ら い 、

「 医療記録票」の写し 等を 添付

し 、都 道 府 県に「 参 加 者 証 」の

交付を 申請し てく ださ い 。

H O SPI T A L

過去2 4ヶ月以内

入院または通院1 月目 入院または通院2 月目

1 回目のカウント 1 回目のカウント

2 回目のカウント

高額療養費の

基準額を 超える 月が

2 月以上ある 場合

年収 約3 7 0 万円以下

参加者証の取得

B 型・ C 型肝炎ウイ ルス

条 件 す べ て に 該 当 す る 方 は 、申 請 す る こ と が で き ま す

１ 月基準額を 超えた段階で 申請でき ます

令 和６ 年４ 月 1 日 よ り 申 請し や すく な り ま し た 。

条件1

条件2

条件4

条件3

1 万 円 へ月入 院 も 通 院 も治療2 月目から
自己
負担

※1※1

※2

詳し く は お 住ま い の 都 道 府 県 、指 定 医 療 機 関 に お 問 い 合 わ せく だ さ い 。

検 索厚生労働省  肝がん



B 型・ C 型 肝 炎 ウ イ ル ス に よ る

肝 が ん・ 重 度 肝 硬 変 の 医 療 費 助 成 制 度 の 詳 細

助 成 方 法

よ く あ る ご 質 問

必 要 書 類
7 0 歳未満 7 5 歳以上

7 0 歳以上

7 5 歳未満

臨床調査個人票と 同意書❶

❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

❾

申請さ れる 方の氏名が記載さ れた

医療保険の被保険者証の写し

申請さ れる 方の氏名が記載さ れた

医療保険の被保険者証と 高齢受給証の写し

申請さ れる 方の氏名が記載さ れた

後期高齢者医療被保険証の写し

限度額適用認定証又は

限度額適用・ 標準負担減額認定証の写し

限度額適用・ 標準負担減額認定証の写し

（ 所得区分が「 一般」にあたる 者を 除く ）

申請さ れる 方と 世帯全体の

住民税課税・ 非課税証明書類（ 所得区分が「 一般」にあたる者）

申請さ れる 方の住民票の写し

医療記録票の写し

申請さ れる 方の住民票の写し
（ 所得区分が「 一般」にあたる者は、申請者及び申請者と 同一の世帯

に属するすべての方について記載のある住民票の写し ）

指定医療機関で説明を受け同意書にサインし 、個人

票を書いてもらう

必要書類をそろえて都道府県に申請する

認定協議会で書類が協議さ れ、認定さ れると 参加者

証が交付さ れる

※申請先に関し ては、お住まいの都道府県、指定医療機関にお問い合わせく ださ い。

※詳しく は、お住まいの都道府県、若しく は指定医療機関にご 相談く ださ い。

助成を受けるためには、

どこ に何を申請すれば良いでしょ う か？

申請書類や申請方法について教えてく ださ い。

助成を受けるためには、都道府県に「 参加者証」を交付してもらう ための申請が必要と

なりますので、必要書類をご用意いただき、都道府県に申請をお願いします。申請窓口

は都道府県のHP等でご確認く ださい。年齢の区分毎に申請に必要な書類が異なりま

すのでご注意く ださい。

都道府県（ 場合によっては医療機関）から、医療記録票、臨床調査個人票及び同意書を

受け取り、指定医療機関や薬局で記入してもらいましょう 。

Q

年収約３７０ 万円以下と いう のは

どのよう に確認すれば良いでしょ う か？

年収約３７０ 万円以下の条件を満たすかどう かの確認は、ご自身の高額療養費の

限度額適用認定証の所得区分（ 適用区分）をご確認く ださ い。

７０歳未満の方であれば「 区分エ」か「 区分オ」の方、７０歳以上の方であれば「 Ⅱ」か

「 Ⅰ」の方（ ７０ 歳以上の方で、所得区分が「 一般」の方は保険証（ 高齢受給者証）で確

認ができ、一部負担金の割合が「 １割」か「 ２割」の方）が対象になります。

Q
医療記録票、臨床調査個人票及び

同意書の記入方法を教えてく ださ い。

同意書を除き 、臨床調査個人票は指定医療機関、医療記録票は指定医療機関、

薬局で記入し てもら いましょ う 。指定医療機関以外で対象と なる医療を受けた

場合は、ご自身で医療記録票を記入いただく こと になります。

Q

条件を満たした場合の助成内容について、

自己負担はいく ら になるのか、高額療養費制度と

同時に使える のか教えてく ださ い。

高額療養費の基準額を超えた月の自己負担額が１ 万円と なります。１ 月あたり 、

最大で4 7 ,6 0 0 円の助成が受けら れます。高額療養費制度も 同時に使う こと が

できます。

Q
どのよう な制度か教えてく ださ い。

肝がんの治療中であれば受けら れるのですか？

B型・ C型肝炎ウイルスを原因と する肝がん、（ 重度）肝硬変と 診断さ れている方

で、年収約３７０ 万円以下であること など、一定の条件を 満たし ている場合に助

成を受けること ができる制度です。

Q

対 象

10

医療記録票を書いてもらう

医療記録票を書いてもらう か、

自分で書く

｢ 参 加 者 証 ｣ の 申 請に 必 要な 書 類 一 覧

償還払いで自己負担額が1 万円になります。

その他の

医療機関の場合

入院・ 通院で対象医療を受けると きは参加者証・ 医療

記録票を提示する

通院の場合

医療機関窓口で自己負担額が1万円になります。

指定医療機関の場合

（ 都道府県への請求後、高額療養費の基準額

と の差額を支払います）

入院の場合

こ の制度は、現在、自分が通っている

医療機関以外でも 利用すること ができますか？

この制度の指定医療機関であれば医療機関が変わっても 利用できます。

対象の医療機関については、肝炎医療についてまと めている情報サイト「 肝ナビ

（ 肝炎医療ナビゲーショ ンシステム）」か各都道府県のHP等でご確認く ださ い。また、

薬局については治療薬の取扱いがあれば、どの薬局でもご利用いただけます。

Q


